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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌
が
ら
せ
）
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

人
事
院
規
則
一
〇
―
一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
）
第
二
条
第
一
号
及
び
外
務
省
に
お
け
る
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
外
務
省
訓
令
第
八
号
）
第
二
条
に
お
い
て
、
「
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
は
、
他
の
者
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
及
び
職
員
が
他
の
職
員
を
不

快
に
さ
せ
る
職
場
外
に
お
け
る
性
的
な
言
動
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
外
務
省
職
員
で
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
事
由
に
処
分
を
受
け
た
者
は
、
平
成
十
二
年
度
が
三
人
、
平
成
十
三
年
度
が
一
人
、
平
成
十
四
年
度
が
二
人
、
平
成
十
五

年
度
が
二
人
及
び
平
成
十
六
年
度
が
一
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
、
い
ず
れ
も
男
性
で
あ
り
、
内
規
に
よ
る
処
分
を
受
け

て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
度
に
処
分
を
受
け
た
二
人
の
う
ち
一
人
が
国
内
職
員
で
あ
り
、
そ
の
他
の
者
は
い
ず
れ
も
在

外
職
員
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
外
務
省
人
事
当
局
に
対
し
て
な
さ
れ
た
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
及
び
相
談
の
件
数
は
、
十
二
件
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
を
事
由
に
処
分
を
受
け
た
者
は
、
平
成
十
八
年
一
月
二
十
七
日
現
在
、
在
外
職
員
一
人
で
あ
る
。
こ
の
者
は
、

男
性
で
あ
り
、
内
規
に
よ
る
処
分
を
受
け
て
い
る
。

二


